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1 英米における社会契約論の研究史

前稿(1)においては現代の「リベラノレーコミユニタリアン論争J， とくに

ジョン・ローノレズの「社会契約論j に対する， コミユニタリアン官学者と呼

ばれるアラスディア・マッキンタイア，チャーノレズ・テイラー，マイケノレ・

ウオノレツアー，マイケ/いサンデノレによる批判を通して「社会契約論Jと

「共通善の致治学j との関採を考えた。前稿を受け，本稿(2)ではflnl別の思想

家の研究は次璃以後{こ取り上げるために除いて，社会契約論一般が英米や日

本においてどのように研究され，評備されてきたかを本論文全体のテーマに

却して観観していきたいっその際，現在では一般的に社会契約論の代表的論
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者とされるホップズ・ロック・/レソーが社会契約論一般のなかでどのように

位讃づけられ， とくに彼らの議論がアリストテレスから始まり， トマス・ア

クイナスが体系化したと私は考えている「共通替の政治学J[Cf.菊池 20111

とどのように関係するかを，主として政治思想史として社会契約論喜子論じた

単行本から考察していきたいc

まず，英米における社会契約論の研究史であるが，英米間における最初の

社会契約論に関する包括的研究は， 1936年に出版され，195i年に第二!授が

再!販された J.W.ゴブの『社会契約一ーその発展の批判的研究』であること

は，その後の多くの研究によって指摘されている。この書物は古代から始ま

り，中世・宗教改革の時代から 18世紀までの社会契約論の系譜を論じたも

のである。

ゴフは第一版の序において，彼の研究の目的が「社会契約論の誕生に結び

ついたさまざまな理念Jを発見することであり，あくまでも彼の審物は経史

的研究であるという。一般論として「すべての国民や場所のための単一の政

治的教説J~描くことはできないといい，このような普遍約な原理があると

えることは f19世紀リベラリズムの幻想であり，その帰結として多くの

i誌が今日苦しんでいるj と主張する。 しかし， IPJH寺に政治においても真偽や

に関する絶対的な区分が存在するという [COlψ1936:v; 1957: viil。

本文の露頭では，かつて f進歩的政治的見解の希望jであったげベラノレ

の涼理j が現在では否定的に扱われる鎮向があり， f社会契約」について著

述することは無意味なことと思われるかもしれないと述べている。しかし，

「絶対主義に対する鯛人の告白の争いj は現在でも必要なことである。絶対

君主論の王権神授説に対抗する f社会契約論の全盛期Jは 1i・18世紀であ

り，へーゲノレとマルクスから をうけた「現代の独裁政治の哲学的正当

化jから見れば，社会契約論は古びたものに思われるかもしれないという c

しかし，王権神授説が古代にその源泉を求めることができるように，社会

契約論も古代に起源を求めることができると主張する [Gough1936: 1-2; 1957 

1-2]。
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「共通三警の政治学jと社会契約論 (2)

つまり，ゴブの研究の意図は，少なくとも当時のスターリニズム，ファシ

ズムのような「絶対主義J，現在ではー殺に f全体主義j と呼ばれている体

制が実擦に政権として存在するなかで， r絶対主義に対する自由の争いjで

ある「リベラノレの原潔j としての f社会契約論j を普遍的原理としてではな

いが，歴史的に理解することによって，当時の全体主義体制を批判すること

が背景にあったと考えられる。この点は第ニ!援ではなくなるが，初版の最後

の結論の部分で，社会契約ぞ否定し，国家において人簡が完全なものとなる

ことを主張する fへーゲル主義の政治的帰結が危倹で嫌悪するものとなりう

るj という指摘からも明らかであろう民ough1936: 22列。

ゴブはオットー・ギーノレケの f自然法と社会の理論(こ従って，社会契約

論には古代ギリシアに起源を求めることがで、きる 2種類の契約があることを?

指捕している。つまり，社会・国家の起源としての咋t会契約j と支記者の

支記を正当北する「統治契約jあるいは「服従契約jである c 理論的には前

者が先であるが，震史的には後者が先である。つまり，古代を加とすれば，

「統治契約Jが君主総の正当fとやその制限のために箆われ，その後により純

粋な思索として f社会契約jが登場したというおough1936: 2-3; 1957: 2-310 

fこだ，ゴフは歴史的理解として， 17・18世紀の f社会契約論jの全議期

におけるホップズやノレソーをむしろ本涜からはずれたものとして現解してい

る。まず，ホップズに対してはつぎのようにいう。 r社会契約は，ホップズ

の教説において突出した位置を占めるものの，その教説に真に不可欠なもの

ではなく，実捺基本的にそれと不一致なものであるんそれは彼の理解であ

る社会契約が f絶対主義に対する個人の自由の争いjであることと違って，

「抵抗権の代わりに絶対主義のための議論jであるからである [Gough1936: 

107]0 第二絞でふ給対主義という言葉を使っていないものの，*ツブズは

f契約思想の本流の外部に立っている J という [Gough1957: 112]。つぎに，

ノレソーに関しでは， r彼は契約理論の流れのなかに新ししかき乱す要素を

導入したJ という [Gough1936: 154J 0 それは f一般意志jの撹念であり，彼

は r{閲人主義jぞ放棄して「個人がコミュニテイへ奉イ士するj ことを擁護す
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るようになり， 1社会契約と自治の{個人主義的理論の碍方を信用しないj

へーゲ、ノレへ影響合与えたというおough1936: 163-4J 0 第二版ではより明礁

に，Jレソーの社会契約論は個人主義から始まったものが f集問主義jへと変

化し 120世紀の全体主義j を予示するものであるという [Gough195i町 1i2一

泊。この第二版の記述には，言及lまされていないものの，ノレソーを f全体主

義的民主主義の起源j とみなす J.L.タノレモンの本 [Talmon1ヲ52 1964Jが影

しているかもしれない。これに対して，ロックは社会契約論の本流であ

り， 1財産権」も含む f自然権jの擁護者として高〈評縮されている [Gmψ

1936: l3ltIlc しかし，第二版では，ロックの影響力を評価しながらも， 1彼

の作品にはオリジナノレな点は少ししかないj という [Gough195i: 145J。この

ように，ゴアは「社会契約論Jそ絶対主義や全体主義に対立して，個人の権

利喜子重視するリベラノレな錨人主義の原理で、あると考えているが， そのような

原理は西洋では古代からある程度存寵していたと考えていた。

つぎに，ゴフはこのような社会契約論と「共通善の政治学」との関係をど

のように見ていたか考えていきたいc 古代ギリシアのソフィストの主張のな

かには個人主義に基づく f社会契約論j 公認めることができるが，プラトン

もアリストテレスもこのような主張を批判し，政治はソブイストがいうよう

にノモス(約来事)ではなし基本的にはどュシス(自然)の領域にあると考

えていた。アリストテレスに関しては， r政治学i以外では，友愛を一種の

同意と考え，また法律合契約と考えるなど，社会契約の主張もあるが， w政

治学』では基本的に人間は f自然に政治的動物であるj ことが原則であった

[Gough 1936: 13; 195i: 14J。この点で興味深いのは，アリストテレスの影響全

強〈受けた 13世紀のスコラ哲学において，入閣は自然に，強制ではなく，

自発的に f共通善j のために，同意して支配者に服従するという主張が現

れ，そこから社会契約によって，国家や政府の起源を説明することも生じて

きたと指鏑していることである。 14・15世紀になると， この fアリストテ

レス主義と中世的な契約の{云統の混合j は一般化されていくが，人間{立政治

的動物であることは背景におかれ，強読されるのは契約による自発的な国家
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f共通義の政治学jとお:会契約論 (2)

の起源になった [Gough1936: 37 ff.; 1957: 39 ff.]。私の観点からは 13世紀以後に

アリストテレスーアクイナスの f共通警の政治学jが社会契約論を取り込ん

でいったことになる。ゴフの?社会契約Jにおいて， r共通善j に言及して

いるのは，ほかには引用のなかであるが，ノレソーの「一般意志jがつねに

「共通善Jを導くという指摘である旬以Igh1936: 159; 1957: 169]。すでに述べた

ように，ゴアはノレソーの議論， とくに「ー故意志jの議論から，集自主義や

全体主義の方向を読み込んでいる。このような f共通善j としての f一般意

志jが{白人主義や翻人の自由と対立するという見解は，タ/レモンの本にも見

られるように， 20世紀のリベラノレ一般の昆解で、あるといってよいであろう。

ただ，ゴフ自身は「リベラノレの原理j に全面的に賛同しているのではな

しゴフの著作の説題にあるように， f皮の研究は社会契約論の f批判的研

究jであり，最後の結論において， r自然権jが荘、立した錨人のものではな

く，他者との関係においてあるという主張をしている 3 この点で， とくに

f道徳的義務jでもある「政治的責務j の部題に関して，社会契約の議論は

不必要であると主張する。 彼にとって， r法律に対する服従は，社会契約に

訴えることなし権利と必然的に相関的である仲間に対する責{壬と義務から

説明されうるムまた，革命や抵抗の場合でも，契約違反に訴えるよりは

fその抵抗によって得られるより大きな一般的善jによって正当北されると

いう [Gough1936: 228-30]。このように，他者との擦係で個人の権利や義務ぞ

考える点では，前回述べた現代コミユニタリアンによるローノレズの社会契約

論批判のような f共通翠=の政治学J(こ近い立場にあると思われる。この点は

第二版においてより明確に述べられ，普通の市民は自発的な契約に基づいて

ではなく， f=I分たちの安全のために，政治的権利や義務なもって政治主活を

送っている。その点で， r統治契約jであれ， r社会契約Jであれ， r社会契

約論はメタファー的な意味で譲護することができるように私には思われる

が，この意味で， しばしば有誌であるとしても不可欠なものではない」と主

張する [Gough1ヲ57:254] c 

{国人主義に基づく契約の開題は，単行本にはなっていないが， r社会契
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約j を':r道徳的義務jの問題から批判する H.D.ノレイスによっても主張され

ている c 彼によれば，宗教改革によって始められた個人主義以後の社会契約

識は f鰭人が服従するという制約が自分自身の詞意の点からのみ正当化ぢれ

るj ものであるむしかし，このような「非妥協的な掴人主義j はある種の

f快業主義jや f功利主義」につながる傾向がある。社会契約論者者f(はまその点

で f向意や誓約(化covelでε釘l1aω の;競議念jだけに頼ること{はまでで、きないことに気づ

いていたという[江L山阿'1路s19叫州4ぷo似)ぬa:6i刀]。 また/レイスによれば，正文府への同意は

「法強制システム j への詞意であって，それは「非道f~主的j なものであるや

これに対して，道徳的義務は「同意J(ニ基づくものではなく， r道徳的目

的J(彼は f一役j~志j と同一視する) ~f足進するものである [Lewis 19-10b: liヲ-

81lo ノレイスは社会契約論者としてホップズ・ロック・/レソーをナ取り上げ，

ホップズの「絶対主義J，立法的義務論であり， ロツク{は立;法去的義務とi道草{徳J恋吉的義

務をを了j混見同しい，}ルレソ一{はまそのニつを全?融合していると主張している[口Lε山、w、¥"

1沙9-1必0仙b叫予サ仏lc このよう{にこ， ノレイスもまた f道徳的義務jの問題は社会契約に基づ

くものではないと考えている。また彼の主張は先i自引用した若いfJ寺のローノレ

ズがホップズ・ロック・/レソーの社会契約諭営利己的な議論として批粍 L，

コミュニティに統合されることが諮であると主張していた [Rawls2009・

126引ことを足以、出させるものであり，現代のコミユニタリアンに近い議論

であると忠われる c

つぎに取り…とげたいのは，ロックと/レソーと社会契約論の批判者であるデ

グィッド、・ヒュームの作品を収録した 5社会契約~ (194iド)におけるアーネ

スト・パーカーの序文である。パーカーはギーノレケの 5自然法と社会の理

論Jの英訳者でもあり，ゴブと陪様に， r統治契約j と「社会契約j 全区別

し，ホッブズ・ロック・ノレソーは f経治契約J(こ仰の関心も示さず，同士会

契約J(こもっぱら力点、そおいているという。ただ， ;j~ ッブズの f社会契約j

には特別の点があるといい，実際にこのアンソロジーにはホップズの著作は

含まれていない [Barker19-1i: xii-iiil。

ノミーカーは社会契約が f自由の儒組」と「正義の価鎧J~重視するもので
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「共j詮替の政治会主jと社会契約論 (2)

あると主張し，この点では 13世紀のアクイナスにすでに社会契約論がある

ことを指掘している。「型トマス・アクイナスの著作においてこそ，契約論は

最終的に鮮されたんまた，アクトン鱗を引用して，アクイナスには f政治

的リベラリズムjの要素ーがかなり含まれているという c この要素とは

ローマ法，岱アリストテレスの 5設治学iである。この点で，アク

イナスの影響{e受けたリチヤードーフッカーを過して，ロックは自然法と社

会契約論を明確に結びつけたものとして評縮している[Barker1947: viii-xL 

つまり，パーカーによれば，社会契約論はリベラリス、ムの議論であるが，ア

リストテレスーアクイナスの f共通蓄の致治学J(この設業をパーカーは使って

いないが)から始まり，ロックによって明確にされたものであるα

ノtーカーは 1651年のホップズの?リヴァイアサン3 と1762年のノレソーの

の限公 f社会契約の教説の偉大な時代j とn手び， とくにそれ

はホップズ・スピノザ・ロック・ノレソーが示した「騒乱を定じさせる政治原

理の官学j のi時代であるという。ただ，ギーノレケのいうグロティウスとプュ

ブエンドルブからブイブテとカントまでの f自然法学派j を背景とする時代

でもあるとしているが， この点ではロックとノレソーは吋士会契約の特定の理

論jである [Barker194 i: xxix -xxx，口約iiilc それはすでに述べたように，彼ら

の契約理論が{統治契約jから区民される f社会契約jである点を指してい

るっただし，)レソーに関しではiヨ黙法を慢じていないところもあり， I自然

法学派j に属していない点もあると指擁している[仏lrker1947: xxix-xxxJc ま

た，ノレソーは主権者に限界ぞ認めていない点、で， I全体主義者jであり，人

によっては f左派j でもあり， I右派j でもあり，これに対してロックは

「中央jであるともいう [Barker1947: xxx、'iii-ixl。このように，ノレソーはロッ

クと比べれば，在、の考える f共通替の政治学jの要素は少ないと考えている

ようである

社会契約一般の結論として，パーカーはこの点ではゴフと持様{こ，社会は

契約によって形成されるものではないと考えている。ただ，社会から区別さ

れる!翠家を契約によって形成されると考えることは可能であり，憲法合契約
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の条項とみなすことができるという。この点では「社会契約jではなしむ

しろ f政治契約」と呼ぶべきである。また，現在では政府は平等な市民から

なる法的アソシエーションの一部であるために「統治契約j ももはや必要で

はないと主張している [Barker194i: xiii-iyJ。

さて，パーカー以後も英米では致治思想、史の通史や論文などで，社会契約

論一殻の研究はなくなるわけではないが，私の知る恕り単行本としてはほと

んどなくなる。ところが， 1980年代以後に英米では，単行本としての社会

契約論の歴史的・理論的研究が増大している。このことは 19i1年にロール

ズの『正義論Jが出版され，それに対するさまざまな論争が巻き起こったこ

とや， また「現代の契約主義のノレネサンスjがあることが背景にあると思わ

れる。 1982年に出版されたパトリック・ライリの『意志と政治的正統性一ー

ホップズ・ロック・/レソー・カント・へーゲノレにおける社会契約論の批判的

解説』では， ローノレズなどによる f現代の契約主義のノレネサンスJも，結論

では取り上げられほiley1982: 200 ff.J， しかも序文のなかで助言ぞ受けた一人

にサンデノレの名前があがっている [RileY1982: xiiJ。ライリは彼の著作の意図

は控史的であり，かつ理論的であるという。彼によれば，社会契約の主要な

関心は fなぜ政治的正統性と致治的支務が平等な道徳的行為者の自発的な創

とみなすべきであるかJ にある [Rilev1ザ82・心。すべての社会契約論は個人

の自発的な意志による同意営基礎とする主意主義である。 17世紀にそれま

での f苔き国家jの観念から個人の意志に基づく 「合法的国家Jの観念が支

配的になる。古代の f共通善の道能性に基づく高度に統一され，集団主義的

な政治学j は，主意主義ではなく，政治的責務の理論もなかった。アリスト

テレスの rニコマコス倫理学Jには，法的責任としての主意主義もあるが，

彼はそれを政治学までは拡大しなかった。 トマス・アクイナスは自発性の観

念を法律や界と善行の問題に適用したが，政治までは適用しなかった。しか

し，それ以後，彼の影響を受けた中世の理論のなかで政治にも適用され，そ

こから社会契約論も生じてくる[則的l1982: 610 ただ， i道能的能力として箆

解された意志に基づく詞意:や一致j が完全に政治哲学の中心になるのは
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f共通主導の政治学jと役会契約論 (2)

17， 18世紀であり，それはホップズ以後である [Riley1982: 8問。このよう

に，私の観点からはアリストテレスーアクイナスの「共通善の政治学j と

全に対立する f社会契約論Jie始めたのがホップズであることになる c

ライリはホップズのような鶴人の意志に基づく社会契約論の問題点も指摘

している。つまり，個人の意志が道線的能力として政治的合法的の基礎とな

るかどうかの問題で、ある。この点で，ホップズとロックは意志を道緒的能力

としてではなし欲求や欲望のような生理的・心理的なものとみなして正統

伎の基礎とし，ノレソーとへーゲルは意志伝道部的関果律として関心をょせる

か，気まぐれで，利日的なものとして反発するが，いずれも f自発的な同意

理論j を非一実的な哲学的な基礎を欠くものにしている。ただライリによれ

ば，カントの意志、の理論だけは道徳律に従う行為としたことで，このような

契約論の問題点を克服している [Riley1982: 15 tll 0 現代のロールズのような

f契約主義者j もこのような問題点には十分答えていないという加!とv1982: 

200 ff.] 0 

すでに，ホッブズとロックに関しては，マノレクス主義者のC.B.マクブアー

ソンは彼らの思想が f所有的市場社会J(こ適した功利主義的な「所有的臨人

に基づくものとして批判していたが [¥lacpherSOll汐62 1980]， I現代

の契約主義の/レネサンスj における社会契約理論家のなかには，功利主義的

な公共選択論による社会契約論や，功利主義としての社会契約論による正義

論も登場している。この問題は，現代の「契約主義j を論じるときに考えて

いきたい。

つぎに取り上げたいのは，マイケノレ・レスノフの昨士会契約.!(1986年)で

ある。彼もライリと向様に「政治的資務jの問題喜子中心にして，中世から現

代のローノレズとロパートノージックまでの社会契約論を底史的{こ論じてい

るc 伎はその序において，これまで歴史的関心しかなかった社会契約論が現

在では f壮観な再生j そもたらし， 1974年の選挙の時のイギリス労働党マ

ニブェストを引いて，実際の政治にも登場していることをあげている [Less-

l10ff 1986:口。 νスノブは社会契約そ定義し， I社会契約論とは，契約が政治
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的権威を正当化し，あるいはまたそれの限界を定めるために用いられてい

る，いいかえれば政治的宣務が契約 として分析されている理論であ

るj とし、う [Lessnoff1986: 2]0 

レスノアによれば，社会契約論の政治哲学としての重要性は以下の 4点、に

ある。主意主義，玄関意論，玄 f間人主義， i:2C合理主義である。また，

非契約論としてのヨーロッパ政治盟、想の伝統として，王権神授説のよう

な超自然主義と芝アリストテレス哲学のような自然主義そあげている。た

だ，すでにゴアが指摘していたように，中i止やその後に，レスノブも「アリ

ストテレスの自然主義と契約主義との結びつきjがあることも詣識している

[Lessnoff 1986: 6一心。経史的には，社会契約論の全盛期は 116世紀から 18世

紀までj と「現代の復興jであるが，ホップズの『リヴァイアサンjは政治

哲学上，プラトンの;田家Jと匹敵するものであり， 1契約主義哲学の

傑作で、ある j と主張し， この伝統はホップズによって確立したと考えてい

る5 ただ，ホップズの理論は「…殻的な契約思想の非典型的なものj としば

しば埋解されていることも指織し， この時点でも毛;]";ッブズは社会契約論の

はないという見方がかなりあったと忠われる [L<?SsnotT沙86:9-10]。前

述べたように，ロー/レズが 19i1年の?正義I11命3において，ホップズを

して， ロック・ノレソー・カントのお:会契約論の伝統合諮ったのはその時

点では不jg、議ではなかったといえる。

レスノブは，ホップズの社会契約論における革新性が自然状態における自

由で平等な{Iei人の契約から， rl貰接に合法的な政治権威Jを導き出したこと

にあるという。その点で，支記者・主権者に絶対的な権威主?与えたことは当

然であるが，これは無純眼のものではなしホップズの前提から当然，各人

は主権者から自己の生命を擁護できる [Less!1off1986: 54-5lc これに対してよ

り中tI:I:の缶統とも結びつくロックの革新段は桐人主義的な f不可授の自然権

の理念によって政治的権威を制限する最初の認約議j を した点にある

[Lessnoff 1986: 59-60] c }レソーは[契約論の古典的段階のj頁点J(こ位置し，ル

ソーの強在住は自然状態における自由で平等な錨人という仮定を公民の国家
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においても彼らの自由とともに平等を保持すること んだことにある。こ

のような平等性の追求によって，はじめて民主的な社会契約誌を追求したこ

とになる。しかし，逆に自由の維持には失敗した理論で、あったともレスノフ

は指摘している [Lcssnoff1986: 74， 81-2)。ロー/レズlこ対しては， このような

典的な社会契約論に対する独自性として， f政治的責務と政治的権威の

喜子ほとんど議論せずに， f社会システムと社会構造の正義jの問題に

点な当てている点があるという [Lcssnoff1986: 131Io 

レスノブは古典と現代の社会契約識を集めた件士会契約mむを 1990年に

編集，出版しているが，その序文ではローノレズの評銀がかなちi克くなってい

る。社会契約論は「致治的権威の正統性と支記者と被支記者の責務(とその

限界)七これらの事柄に関連する…つのあるいはいくつかの前提された契

約に援拠づけるj ものであると，彼の将士会契約iと同f誌の定義喜子し， この

点、でローノレズの社会契約論は「明確に非伝統的な目的j を持っているとい

う。それは政治的権威と政治的責務ではなし「より一般的な社会鵠!交のlE

続性J -3:'問題としているからである包必snoff(ed.l 19守0:3J。また，伝統的な

社会契約論では， f弱家なき社会 u自然状態J) Jと比較して，国家における

fすべての人間の共通の利益j に関心念寄せているのに対して，ローノレズの

[対立する利益j から， fすべての人間の利益を十分に保護するため

そ確保するj正義論であるという [Lessnoff(以上)1990: 18Jc レスノフに

よれば，伝統的社会契約論でも，契約の当事者は飽人である以上，このよう

な f対立する利益jを前提とする正義論で、なければならないのに，この問題

も気づいていなかったという弱点があった。ローノレズの強みはこの点に

気づき， f対立する稗薙j ををナ;詩詩i詩5む;減成させるのでで、{は立なくし， 制稲御lしようとした点{にこ

ある 〔江IむωS鉛削削s討sno

利益J3追皐求という意り味:での「共i通詮醤の政;治合学j の要素をを?持つておりi)， その

したのがローノレズの正義論で‘あることになるが， この点は次号以後の

伝統的社会契約論を脳別的に論じる際に確かめていきたい。

レスノブの の翌年に出販されたピーター J.マコーミックの
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昨士会契約論と政治的責務一一批判と再評価Jは，主としてホップズ・ロッ

ク・/レソーの社会契約論をライリやレスノフと同様に， r政治的責務jの問

題として論じ，その「正統派の社会契約論Jとロー/レズの議論との比較をし

ている。マコーミックによれば，グロティウスによって確立された社会契約

のそデノレは以下の要素を持つc こDコミュニティの必要条件としての自然

法，之理性によってのみ見いだされるもの，玄{人間の基本的特徴からすべ

ての人簡を拘束するもの，き合理的同意:を伴う社会契約であるおlcCormick

198i: iJ。ホップズの重要性は f主権者と人民の契約ではなし各市民とす

べての{訟の市民との契約J(こし， r主権者が契約の当事者ではなく，契約の

もとでの権力の受容者にすぎないj としたことである。この点でレスノフと

悶様に，主権者の権力も絶対的なものではないと理解しているおlcCormick

198i: 21-3]c ロックに関しては，ホップズとの相違はそう大きくないとい

う。両者とも自然状態での個人需の協働を認めるが，規則を破る個人がいる

ために， この協簡は不安定になり，そのことが政府に正統性~与えるものに

なると考えている。大きな相違{ふホップズにとって自然状態は「前政治

的jでもあり， r前社会的jであるのに対して，ロックにとっては f前政治

的j であっても「前社会的Jではないことにある。そのため，人間の社交性

は自然のもの， r前契約的」なものであり，国家以前に社会は符在するため

に，政府はホップズのような自己保存のような権利だけでなしより誌範な

f自然権J~合法的権力の制限として受諾しなければならない[:-.IcCormick

198i・46ー針。しかし，ロックの権利のなかには自己統治や投票権のような

f政治的権和」は含まれていない [McCormick198i:問。

一般的にはホップズは自然の協働性や社交性を否定するものと考えられて

いるが， この点はホップズを論じるさいに確かめていきたい。そのことそ剖

として，マコーミックによるホップズとロックの理解は，政治的権利として

ではない，自然権としての個人の権利合擁護するための社会契約という fリ

ベラノレな原理j に基づいたものであり，前田で述べた「正=権利の政治学J

~示していると思われる c この二人の「正出権利の政治学j に対して，私の
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f共通妻子の政治学jとお:会契約言語 (2)

観点、からみれば，マコーミックはノレソーの社会契約論を「共通善の政治学j

として記述していると思われるコロックと/レソーの相違として， rロックの

富家は錦人に属する権利喜子保護するために存主としているが，ノレソーの間家は

徳の実現と共通善の促進に向けられているつそれゆえその麦務の正当化とな

るのがノレソーの 5一般意志Jである J [:VIcCorll1Ick 1987: 8ilo rJ;lJ和主義的な

リベラノレ民主主義jの投票者は「あなたは何を望んで‘いるのかj ということ

が期待されるが，ノレソーの投票者は fコミュニティの一般的な菩は伺かとあ

なたは考えるのかj ということが期待されている。つまり，ノレソーにとっ

て，投票者が求めるべきであるのは「共通審Jであり， リベラノレ民主主義の

ように「私的善jであってはならない[1¥IcCOfll1ick198i: 100-1]0 rすべての市

民にとって共通となる利益や善jである共通蓄に対して「ー故意志Jは向け

られるのであり，その点で「この共通善はコミュニティの概念の核となるj

ものであるおIcCormick198i: 113] 0 一般意志の対象である共通蓄を共有する

メンバーが岳分の所属するコミュニティの存在に同意しているのであり，そ

の点で fコミュニティのメンバーであることは同意したということであるj

[McCormick 1守8i・ 120J。このような共通善の実現したコミュニティはたしか

に理想化されたものであるが，ノレソーはその実現に「社会イヒの概念Jを導入

しているという。マコーミックによれば，ホップズとロックは自然状態と社

会における人簡をi可じものと考えていたのに対して，ノレソーは f自然人j は

変化しないと考えているが，社会における人間は，少なくともその…部は告

分の f環境の産物Jであるとしているひ!cCorll1ick198i: 131J。私の観点から

は，ノレソーの社会契約論はアリストテレスの「入閣は自然に政治的動物であ

るj という命題は共有しないが，政治社会(コミュニテイ)の目的は共通替の

追求にあるとする点で「共通蓄の政治学j と呼びうると盟、われる。マコー

ミックはこの/レソーに慕本的に対立するものとして， ローノレズの社会契約論

を取り上げている。ローノレズは人々の碍意の理論として f自律的な個人とい

うリベラノレの神話j に根拠ぞ求めているが， そこにはかなり功利主義的接向

がある[1¥IcCormick1987: 153-4J。ローノレズも含めて現代の社会契約論が全駿
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約{こ功利主義的かどうかは最後に論じたいと考えている。

1990年に出版され，邦訳もある作土会契約論の系譜一ーホッブズからロー

ノレズまでJもホップズからローノレズなどの現代の社会契約論までを論じてい

るが，社会契約論の批判者にも多くの章宏あて，そのなかに現代のコミユニ

タリアニズムも含まれている論文集である。ここではその編者である D パ

クチャーと P.ケリーによる第 1家「社会契約論とその批判者たち」を取り

上げたいc

彼らはローノレズの f正義論3の出版以来 f社会契約論への関心の護活jが

あったことから， r古典的契約論者j のホップズ・ロック・/レソー・カント

への「新たなる罷心」がおきていることそまず指摘している。 7こだ，古代

ギリシアからはじまる社会契約論の伝統が一つではないことが指摘され，

「道徳的J，(号2ε~ r公氏的Jム，ミ李z安)r立憲主義的Jと三つのf誌云続が区5弼5されてい

る{出i日)0凶u凶C

「打算的合理性jやf]道護具的合理性jと道徳をを7等霞するものであり，現代のデ

グィッド・ゴーテイエの社会契約論が代表的なものとされている印ollcher& 

Kelli夕刊94:3-4 1997: 5-7J。去は「古典的契約論者jのことをさし， r強制的

な政治的権威主?正統化いあるいは権威の正統性に頼らないで強制約な拘束

を評制するj社会契約論であり， r現存の道徳的flli利と義務j を確実にする

ための契約を主張するものである。現代の論者としては，ノージックやロー

/レズなどがあげられている [Bollcher& Kellv 1994: 4tf. 1997: itl]。呑は仁村立に

呼び起こされ，宗教改革者によって抵抗権のために主張された「人民と支配

者との掃に結ばれたj ものであり， r本質的に法学的観念であるj。ここで，

アクイナスの「共通善J(こ言及され，彼もこの倍統{こ属する理論家とされて

いるが，現代の社会契約論者のなかではこの伝統に属す者はあげられていな

いc ブッチャーとケリーの議論からは， r古典的契約論Jはすでに述べてき

た 1980年代からの社会契約論一般の議論と同じように，何よりも権威の正

統性の問題な巡る議論，とくにその強制力に関する理論であり，権利ととも

に義務も霊視しているものである。少なくとも，この第 l意では，ゴフがい
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う fリベラノレの原理jである f鵠人の自由の争いj としての「古典的契約

論j一般についての記述はない。

この点、では，ホップズ・ロック・ノレソーに関する研究論文を収録した

会契約論者…ーホップズ・ロック・ノレソーの批手目的論文集J(199ヲ年)の編者

クリストファ-¥Y.モリスの短い序文において，ホッブズ・ロック・ノレソー

の社会契約論を「リベラノレな原理jで統ーしていると私には忠、われる。彼ら

3人が「近代社会契約の缶統を開始したj と位謹付けられ，彼らの共通性全

つぎのようにまとめている。 r原始の自由と 政府を同意に基礎づ

け，被治者の利益に役立つように期待するj ことが彼らの社会契約論である

川 o凶s1999・ixl。また，彼らは「設IBや政治的階層制はある意味でわれわれ

が龍造し，維持しているj ことをわれわれに気づかせたという [!¥lorris199守:

xilo このように，モリスによれば，彼ら 3人の社会契約論は，近代の政治

原理を形成し，本質的に自由で平等な郎i人の間意によって致治社会を構成す

る理論である。ただ，{，皮は f権利j という言葉ではなし「利益 (interesおけ

という言葉を使っている点は，むしろブッチャーとケリーのいう{道徳的j

に近いものと考えていることになるが，現代の社会契約議には功利主義的関

揺があることが反映されているかもしれない。

最後に，私が見ることができた社会契約論…般の最も新しい歴史的研究と

して，ホッブズからロー/レズまで扱ったマシュー・スワンソンの『社会契約

の倍統と政治的正統性の問題J(2001年)を取り上げたいっここでも，タイト

ノレにあるように，銃殺jの問題が中心的テーマである。この本に序文を

よせたジョセア・ピーンによれば， r関洋の設主主義的リベラリズムの缶統j

はイギリスのホップズとロックが起源である。また，この本ではこの伝統{こ

対するローノレズの独自性として，より功利主義的額IPJからより経験論的方自

に変えたことが主張されている。つまり，過去の契約論は一連の権利を通し

て多くの利益を代表させる試みであったのに対して，ローノレズの社会契約論

は社会におけるすべての集団のための議論であるとスワンソンは主張してい

るという [Swanson2001: i-iil 0 
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スワンソンは序論において，ホップズ・ロック・ノレソーの共通の関心は

f政治的正統性に関する現代の論争を支記し続けている自由・

であるという。政治的正統性の重要な原知として， r社会秩序・人間の自

由・共通善jがあり， rホップズ・ロック・ jレソ -Jはこれら三つの原理念

総み合わせて{吏っているという [5¥l"anson2001: 1-2J。ただ，スワンソンによ

るそれぞれの思想家の記述では，ホップズが「秩序J，ロックが f自由J，}レ

ソーが「共通善j を重視したようになっているが，とりわけ私の観点から

は，この 3人がどのように「共通善Jについて考えているかが問題であり，

次回以降にそのことそ考えていきたい。スワンソンはローノレズに関しては，

政治生活を正当化するものとしての「社会契約の突行可能性J~再確立した

が，伎は最小限の条件を提示して， r人間性の正しい理論jや「どのような

社会制度や政治形態が最も正統的かj という問題を回避しているという。し

かし，自由守重視するリパタリアニズム， を重視する社会主義，共通善

を重視するコミユニタリアニズム，男女両性 (androgyny)を重視するブエミ

ニズムと並ぶ現代の重要な政治的立場をローノレズの「公平としての正義jが

あるという c そして，この 5つの立場が道徳的により好ましいかそ決める前

に，それぞれの実行可能性や社会的コストを調べる必要があると述べて終

わっているお¥¥'anson2001: 163-4L のA支治学j としてのコミユニタリ

アニズムにどれほと、実行可能な正統性があるのかを7，ローノレズやほかの現代

の社会契約論との関係で最後に論じるつもりである。

2 日本における社会契約論ノtラダイム

ホップズ・ロック・ノレソーのそれぞれの翻訳や研究は日本では明治から始

まっているが，少なくとも単行本においてこの 3人の社会契約の意義そ「近

代政治原理Jとして，最初にまとめ，それ以後の研究のパラダイムとなった

のは，福田欽一?近代政治原理政治史序説~ (1971 l'F)であり，日本の研究と
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はもi丞設の政治学jと社会契約fiiiB(2) 

しては， この著作から始めたい。これはそれまでの論文含まとめたものであ

り，タ千トノレに社会契約識がうたわれていないが，第一部「道徳哲学として

の近代告然法jの序章「伝統的自然法と近代自然法Jにおいて，ホップズ・

ロック・ノレソーの社会契約誌に共通する が述べられている〔初出 1971:

itI]o 

福田はまず，古代ギリシア， とくにストア涼から始まり，中世で展開され

た f伝統的自然法jから「近代的ココ世俗的自然法jへの展開のなかで， 1近

代自然法Jと社会契約論との関採はこれまでト分に論じられていないと

する。その点で，彼は伝統的自然法と明確に対立するものとして， 1ホップ

ズにおいてその決定的指擦を確立した契約説j をあげ，それをナ向よりも 113

の哲学j と呼んでいる。そのニつの対立は f存在と作為との論理的対

つまり f社会そのものぞ自然の所与として受け取る立場j と「社会そ

のものを涼子的i滋人の作為と考える立場j にある。政治的には伝統的自然法

のもとでの f身分制約契約説jは宗教改革以後で、は，絶対主義出家への服従

を根拠づけるものであるのに対して， 1主体としての個人['IiJの絹契約が社

そのものを構成するj原理としての社会契約説は，個人の自熱権=人権'e

るものである[福間 1971: 17-20]。

このようなホップズによって確立された社会契約論の基本的器製{ふノレ

ソーやロックに継承されていくコその展開をのちの章の議論から諒敢にまと

めておけば，ホップズの契約遵守のための自然法(立自然溶けま経験的推論と

をもたないために，彼の契約論は機構論に展鍔することはないが{福田

1守71‘68]， るとともにその転訪者J[福田 ωil:131J 

であるロックは「自由主義の頭理J [苦言問 i守71:135J {f成立させ，

私有財産制度合擁護する c これに対して，ノレソーは「徹底したデモグラッ

トJ [添El]19i1: 164]であり，俗i人主義と集i君主義との聞の鋭い分裂があるも

のの[領府 lヲ71:16凡 f間人主義確立の死部J [福間 1971:1守口による「道穂皆

としての近代釘然法j の f最後の造現J [ぷiE!:l1971・209J として， r自由の

実現をあげて全成員による詩家の剖造J [総出 1971:236J 守求めて f共同体か
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らの個人の解放を貫徹J[福間 19i1:298J しようとした。福田は第二部 f政治

としての社会契約説jの fはじめにJにおいて，ホッブズ・ロック・/レ

ソーを「通念において最も代表的な契約論者jであるとし，彼らの理論の相

にかかわらず，その共通点として「政治社会合人間の作為とすることJを

あげている[福白 19i1:243J。このようにホッブズ・ロック・ノレソーは f近代

政治原理j を確立した社会契約論者であり，福留による彼らの社会契約論の

意義を簡単にまとめると，自由で平等な銅人の権利fe確立するために，各儒

人間が契約に冊子宮:して， r作為的J(こ致治社会(国家)を形成する理論であ

る。このとくに f作為j ぞ重視する観点は丸山員男が『百本政治思想、史研

究J の第二主主に収録した「近世日本政治思想における『自然』と『作為~J

という論文(1941年)のなかで，ホップズの議論fer近代的な騨度観J の始

まりとして論じていた〔丸山 1996:3i-8J r作為」としての政治観から影響を

受けたものであろう c

このような社会契約論に対する福田の理解とこれまで述べてきた英米の理

解とを比較しておきたいc まずホップズ・ロック・ノレソーが「最も代表的な

契約論者j については，自本ではすでに「通念j として存在しているという

が，英会!そでは 1980年代においても，ホップス、が社会契約論の代表的論者で

あることを批判する動きがあったこととは対照的である c ちなみに，戦後の

もi17い?政治学事典』の吋土会契約説j の項自では， 16世紀フランスの

統治契約説と比較して， r社会契約説j は f主体的情人の理論Jとされ，人

物としてホップズ・ロック・ノレソーがあがっているだけである〔際限 1954:

599J。また，英米のとくに 1980年代からの研究では，社会契約論は権威の

正統化と強制力の開題として論じられていたのに対し，ホップズ・ロック-

jレソーの「社会契約論j に「近代政治療器j を求める研究であるために当然

であるとはいえ，福田の議論ではこのことがそれほど重視されていないよう

に思われる。この点では第 l節で寂り上げたなかでは，彼ら 3人が「近代社

会契約の倍統ぞ開始したJというそリスの議論に近いが，福田の議論では儲

人の「利益j よりも「権利Jが重視されているといえる。
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f共通まきの政治学jと社会契約論 (2)

最後に，私の観点から述べたいのは，福田の著作のなかでは， r共通議j

という言葉が一度も箆われていないことである c 英米の研究では，すでに

ノtーカーにも認められるように「共通替の政治学jの伝統との関連で社会契

約論が語られることがあるのに，揺出はこのことをまったく無損している c

f共通替の政治学j と関連する信統的自然法に隠して揺出はトマス主義の役

説にもふれている[福田 lヲ71:15]が，アクイナスの自然法の中心携念である

f共通善Jについて何も論じていないのはともかく，ロックやノレソーもこの

撹念営基本的{こ肯定的に用いていることもまったく論じていない。ノレソーに

関しでは， r共通善Jに近い f公共の利益jや f公共和益j を求めているこ

とな指擁しているが，それほど重視されていない〔福間 1971:175， 205]。福田

は加の論文では「公共の福祉jは絶対主義の正当イヒとして用いられた点だけ

が強調されている[線図 2009:1i7] 0 

結局，福田の議論では， r共通蓄の政治学J~否定した社会契約論が前面

に出ている c 福田のいう社会契約論では「共用体からの個人の解放jが重視

され，政治社会という国家の役割として{個人の権利喜子保障することだけが議

論されているように思われる c これは戦後の社会科学一殻において，経済的

には資本主義が f共間体j 営破壊し致治的には自律した掴人によって形成

される致治社会(最初は箆家であったが，やがて市民社会に変化していけが「共同

体Jを了解体することが進歩であるというパラダイムの反映である。私は現在

このようなパラダイムを再検討するために，現代のコミユニタリアニズムを

肯定する議誌をしているのであり，次屈以後に社会契約論も「共通善の政治

学jの鏡点、から考えていきたい。

ブツカーからヒュームまでを扱った論文集作士会契約説 近代民主主義

の源流iの編者の一人，出仁iヨ浩の序章「近代政治原理としての η士会契約

において，ホップズからの社会契約論を「近代政治原理ふとくに論文

集の副題にあるように， r近代読主主義の源流j として扱っている。問中に

よれば，社会契約論は f自由・平等な個々の人間が政治の主体Jとなり，

f平和{こ安全にかつ幸福に生きるための自由の確立jを求めるものである。
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また，そのための「強制力そ有する統一国家の設立jが社会契約論者によっ

てはじめて理論化されたという c そのことは絶対主義のような「人の支記j

ではなし契約に自発的に間意して設立された主権者の命令z 法律に従い，

f公平の原那と平等の原理j による li去の文書むを7主張したものである。そ

の点で「向上会契約論者Jたちは，まさに言葉の正しい意味での

である[田中目77・4-6]。このような社会契約論の理解は，強制力を持つ

悶家の存在~強調しているとしても，福岡と基本的には符じ理解といえる c

また，田中はホップズ合含めている点は違うものの，ゴフの理解ともそれほ

ど異なるものではないc なお， この?社会契約説~ (こは f社会契約説と現

代Jという最終章があるが， そこではローノレズのような現代の f契約主義

者j の議論は論じられていないご

この『社会契約説iにホップズの社会契約ill誌を論じ，またパウチャーとケ

リー編の「ホップズの契約論j の翻訳守主主ljした佐藤正志は?政治課念のコ

ンテクスト一一近代イギリス政治思想、史研究JJ (1999 1]:) (こ「社会契約Jを書

包中世・近世の「立憲主義的契約論j との比i肢で，ホッブズ以後の f近代

的社会契約概念Jの独自性を論じている。彼はまずすでに英米で一役的と

なっていたように，近代主権国家のj1:統性の問題としてホップズ・ロック・

/レソーが社会契約を論じたという [!Ii:総 1999・150lc その独自性とは，基本的

に If同人を奨約の当事者とし，社会ミァ構成する主体Jとしたことをあげ，

ホッブズは「アリストテレスースコラ的な昌的論Jを否定して， I機械論的

自然i象J(こ基づいて， I徹底的にftlil別化され，主観fヒされた世界における政

治秩序j を提示したという[依総 1999:160， 166， liリコしかし，ホップズの社

会契約論は「市民による自由な政治社会の構成原理Jの可能性を提示しただ

けであり， l;te?i的な規範Jによる「市民的公共性j は，ロックによって市

民の「自律的な道諮的秩序j として構成された [!li'ii立1999:170， li6]c この

「道線的告己規律化Jを了散底したのが/レソーである。最後に， ローノレズの

にも言及し，社会契約論が政治哲学において f再び中心的な役割

を果たすJ ようになっているが，それは政治秩序の正統性の問題に関心~よ
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r jl.;;f立慈の政治学jと社会契約論 (2)

せない点で、ホッブズなどの社会契約論と異なるものの， I自由な諸個人のあ

いだの合意{こもとづく政治社会という道線的理念j としてのリベラリズムと

関連するものであるという〔佐藤 1999:180-1L 佐藤の社会契約論の理解も鑓

人主義的なリベラリズムの論理としてであり，基本的{こは福田のパラダイム

の延長 kにあるといえるであろう。

さて， このような福田の解釈を「閑人JI政治的自由JI主体的作為JI畏

を重?売する IW白熱/作為jパラダイムにおける f解釈パラダイ

ムJJ として f揺出パラダイムJl: n子んだ関谷昇は目立代社会契約説の際関

ホップズ，ロック，)レソー散の統一的再構築Jにおいて，このパラダイ

ムの転換を試みている。

関谷は f自然/作為ノtラダイムj における福閣の人主義的主体論j の

を認めながらも，その限界としてを I自然と所与性の混同J，李 Ii箆へ

の還元のジレンマJ，玄 I存在論の欠安[lJをあげる。(ま所与性から切i拐さ

れた li国人jが政治社会全長律的に講成する条件が明らかにされていないこ

と，立総人が致治社会合形成するとしづ側面は述べられているものの，そ

の政治社会全体と{同人の関採についての議論がないこと， (立 11当然j が

もっぱら「作為J(こよって否定されるものとして理解され， r告然Jと 1m
がj箆悶されていることである〔関谷 2003:24-33)。

問題に関しては，所与性に抵抗するための f関jの析出である「批判

的析出j と政治社会を;構成する主体を抽象的に示す rf院のもIT出である f抽

象的析出j のこつを福田は混同しているという〔関谷 2003:38-9]。この f抽

象的析出jはへーゲノレやテイラーが批判した f蕗子主義jの問題となり，販

の作為からはむしろカーノレ・ポパーのいう社会工学的発想、と結びつい

を子生み出す怠険性がある[関谷 2003:40-2]。そのため，筑成権力

に対する批手目的契識を導入し， I現鎖的な共向性{こならないための「批判的原

子論Jが必要である{関谷 2003:44一日。

に関しては，社会契約によって「共通の規範根拠Jを作為するとして

も， I契約に先立って共有される基準ゃ基操jや そ解釈していく実践
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的根拠j も必要である [1関谷 2003・51]。個人が自律的に行動するとしても，

そのことをナ可能にする原理や動機，諸資源が必要で、あり， このことを子関谷は

打駆動力j と呼んでいる〔関谷 2003:2心。このことは f批判的原子論j による

「儲から全体への方向jではなし「析出された f倒人Jの相互関係jや f倒

人{こ還元されない諸相Jが自己にどのようにあるかという「解釈する自我J

による f全体から個へj の問題である{関谷 2003:52J。ただ，批判的契機で

ある「個から全体へjの理論との両方向性も必要である[関谷2003:54]0 

舎に龍しては全体性の概念を区別している c まず，人間の実在性を超えた

f形而上学的全体性jであるが， これはこれまでの社会契約論解釈では完全

に切新されたものとされてきたが，関谷は「主体は永久に探究されるべき課

題j と考えれば評価できるという。これに対して社会契約論が立脚するのは

「世格的全体性j であり，現実の政治社会との関係で主張されるものであ

る。ただ， この「世部的全体性j も f絶対的・完結的・関鎖的全体性j に転

化する危険性があり，その点でそのような f世格的全体性j も「相対的・非

完結的・言語放的な全体性jであるべきである。関谷の考える社会契約論の当

は， r形開上学的全体性j において「実在の根源的条件を解釈する主

付りである ri!t括的全体性j によって f実現可能性全補完する」主体であ

り，そのことを f存在論的全体論j と呼ぶ。その点で，社会契約説のいう社

会は純粋な規範では完結されるが，現実には完結できないという緊張関捺の

もとにある{関谷 2003:55-i]。

このような関谷のいう社会契約論であることをホップズ・ロック・ノレソー

の政治論だけではない哲学的議論にまで詳縮に立証していき，最後に社会契

約論は全体と{闘の f弁証法的綜合j として「理想、社会を示し続けるJr永久

革命」の理論として結論づけている[隠谷 2003:2i4]。私はこのような関谷の

試みを社会契約論のなかに「共通善の政治学Jte読み込み， リベラノレの方向

からではなく，コミユニタリアニズムの方に理解するものとして評価したこ

とがある〔菊池 2011:34-5]。関谷によれば，社会契約論は fアリストテレス

的共同性j を持っている政治的人文主義の観点を完全に否定できないとい
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f共滋養の政治学jと社会契約翁 (2)

う。マッキンタイア，テイラーやサンデノレはアリストテレスから始まる共和

喜子高く評価し [Cf.菊池 2011:131-3]，サンデノレは前回の首頭で、述べたよう

に，アリストテレスから f共通善の致治学jが始まると考えている。また，

とりわけ社会契約の利己的な「原子主義Jを批判し，相互関係を持った f解

釈する自我Jが契約に先立って共有する基準や契約によって共有される「共

通の規範根拠j を求め， i自然，歴史，伝統，慣習j によって支えられた構

成原理[関谷 2003:63] に基づく社会契約を実践するということは，私にはテ

イラーがいう「全体論的簡人主義j と類似した主張で、あると思われる民主

新也 2004:119-20]。現代コミユニタリアニズムが集団主義的であるという

解がいまだ強いが，関谷のいう「原子主義Jは批判しても，テイラーは f批

判的個人主義jや全体とつながった「全体論的諮人主義j はむしろ主張して

いるのである。また私には f共有する基準jや f共通の規範較拠j は f共通

善j と呼ぶべきものであると忠われる。

ただ，関谷自身は f共通善j という言葉を共和主義に関して一度能ってい

るだけであり，理論的分析やホップズ・ロック・ノレソーの議論でもこの

を能っていない。やはりリベラルの立場からのこの概念に対する否定的な見

方が関谷にもあるからかもしれない。また，あらためて読み直してみて，関

谷の社会契約論とコミユニタリアニズムとの違いに気づいた。それは熊谷が

f自然Jと「所与性j を区別して「自然j そ評舘しようとすることは理解で

きるが， i月IT与性J~完全に否定しなければならないと考えていることであ

る。この点では，関谷の議論は本人がいうように f作為/自然jパラダイム

の否定ではないと濯、われる。先回も述べたように，サンデノレはローノレズの立

場を[負荷なき自我Jと呼んで批判し，個人への「負待J~重視している

が， この負荷とはまさに f所与性jである。サンデノレにとって f負荷j とは

関谷のいう f駆動力Jである。つまり，俗人が自己の所属する負荷を告覚す

ることによって，そのコミュニテイへ「愛着j をもって参加し，仲間の市誌

と熟議して f共通善jを実現していくことが政治的実践である。ただこのこ

とはしばしば誤解されているように，自己のコミュニティの共通善を絶対化
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するものではない。前田も述べたように，特定のコミュニティにおいて多数

じる価値合絶対的なものとするのではないっそういう意味では関谷の

いう閉鎖的な共開性にならないための f批判的原子論j もある。ただ， r存

として人間は「負荷ある岳我j という前提から出発するという点で、

は，隠谷の議論とは違っている c このことは…般論としていえば， 20 ttt紀

においてはむしろコミユニタリアンだけが主張しているのではなL、c サンデ

ノレ自身が?リベラリズムと正義の摂界Jのなかで，環象学の用語をナ用いて，

「問主観的j 自己理解を述べていること [Sandel1998: 62 2009: iOJやカー/い

マンハイムが?イデオロギーとユートピア~ [マンハイム 19i1Jで主張してい

る「存在拘束性Jと私は近いものであると考えている。いずれにしても，わ

れわれは最初は f所与性Jから出発せざるをケえないのであり， まずわれわれ

はこの現実への批判によって存在するという存在論を現代コミユニタリアン

{主主張しているのではないc しかし， これはしばしば誤解されているように

政治的な保守主義の主張ではなL、。さて， この問題はまた最後に論ずべきこ

とでもあり，関谷のホッブズ・ノレソー・ロックの分析が正しいかどうかも含

めて‘彼らの理論を."f[白i別に議論していきたいc
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